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○立川市職員倫理条例 

 

平成16年10月５日 
条 例 第 33 号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、市の職員（以下「職員」という。）が全体の奉仕者であって、その職務

は市民から負託された公務であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理を保持するため、

必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くよう

な行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 職員 地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第３条第２項に規

定する一般職に属する職員及び同条第３項に規定する特別職に属する職員（議会の議員

を除く。）をいう。 

(2) 管理職員 立川市一般職の職員の給与に関する条例（昭和26年立川市条例第16号）第10

条の３第１項に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。 

(3) 任命権者 法第６条に規定する任命権者（同条第２項の規定により権限を委任された者

を含む。）をいう。 

(4) 事業者等 法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含

む。）その他の団体、事業を行う個人のほか規則で定める者をいう。 

２ この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における

役員、従業員、代理人その他の者は、前項第４号に掲げる事業者等とみなす。 

（職員が遵守すべき倫理原則） 

第３条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部のみの奉仕者ではないことを自覚し、

市民に対し、不当な差別的対応をしてはならず、また、公正な職務の遂行を損なう行為には

厳正に対処し、市民から信頼される職員となるよう誇りと使命感を持って、常に公正に職務

を遂行していかなければならない。 

２ 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的な利益のために用いてはなら

ない。 

３ 職員は、与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与

等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。 

４ 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り

組まなければならない。 

５ 職員は、職務外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して

行動しなければならない。 

（管理職員の責務） 

第４条 管理職員は、常に率先垂範して服務規律の確保及び公正な職務の遂行に努めるととも

に、部下職員の行動について適切に指導監督をしなければならない。 

（任命権者の責務） 

第５条 任命権者は、職員の職務に係る行為が市民の疑惑や不信を招くことがないよう常に注

意を喚起するとともに、職務に係る倫理の保持及び公正な職務の遂行に資するよう職員に対
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する研修、職員の遵守すべき事項を定める等必要な措置を講じなければならない。 

（市民及び事業者等の責務） 

第６条 市民及び事業者等は、公正な市政の運営を確保するため、職員に対し、公正な職務の

遂行を損なう行為をしてはならない。 

（職員の倫理の保持に関する状況等の公表） 

第７条 市長は、毎年、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理

の保持に関して講じた措置について公表しなければならない。 

（職員倫理規則） 

第８条 市長は、第３条に規定する倫理原則を踏まえ、他の任命権者の意見を聴いた上で、職

員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則を定めるものとする。この

場合において、規則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等、

職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止

に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。 

（贈与等の報告） 

第９条 職員は、事業者等から金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待（以

下これらを「贈与等」という。）を受けたとき、又は事業者等と職員の職務との関係に基づ

いて提供する人的役務に対する報酬の支払を受けたとき（当該贈与等を受けたとき又は当該

報酬の支払を受けたときにおいて職員であった場合で、かつ、当該贈与等により受けた利益

又は当該支払を受けた報酬の価額が規則で定める額を超える場合に限る。）は、次の各号に

掲げる事項を記載した贈与等報告書を、任命権者等に提出しなければならない。 

(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額 

(2) 当該贈与等により利益を受け、又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となっ

た事実 

(3) 当該贈与等をし、又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所 

(4) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 任命権者等は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書

の写しを、第11条第１項に規定する立川市職員倫理審査会に送付しなければならない。 

（公正な職務の遂行を損なう行為等の報告等） 

第１０条 職員は、公正な職務の遂行を損なう行為があったとき、又はそのおそれのある行為

があったときは、直ちにその旨を、管理職員又は任命権者等（以下「管理職員等」とい

う。）に報告しなければならない。 

２ 管理職員等は、職員から前項の規定による報告を受けた場合には、適法かつ公正な職務の

遂行を確保するために必要な措置を講じるとともに、報告及び措置の内容を記載した倫理審

査案件報告書を作成し、次条第１項に規定する立川市職員倫理審査会に送付しなければなら

ない。管理職員等自らが前項に規定する場合に該当すると認めるときも同様とする。 

（審査会） 

第１１条 次の各号に掲げる事項について調査審議等を行い、当該事項について市長に報告し、

又は意見を述べるため、立川市職員倫理審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

(1) この条例及び規則の改廃に関すること。 

(2) 職員の倫理保持に係る調査研究及び企画に関すること。 

(3) 第９条第２項の規定により送付を受けた贈与等報告書の内容の審査に関すること。 

(4) 前条第２項の規定により送付を受けた倫理審査案件報告書の内容の審査に関すること。 

(5) 次条に規定する警告、市民への公表その他必要な措置に関すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例及び規則の円滑かつ適正な運用に関すること。 
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２ 審査会は、職員の職務に係る倫理に関し識見を有する者及び市民のうちから市長が任命す

る委員５人以内をもって組織する。 

３ 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 審査会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によって定める。 

５ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。 

６ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、当該職務を代理する。 

７ 審査会は、会長が招集する。 

８ 審査会は、委員の定数の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。 

９ 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

10 審査会は、必要があると認めるときは、職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説

明を聴き、又は資料を提出させることができる。 

11 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また

同様とする。 

（警告等） 

第１２条 市長は、審査会から前条第１項第４号に掲げる事項について報告があった場合にお

いて、公正な職務の遂行を損なう行為があると認めるときは、当該行為をした者に対し、警

告等を行うことができる。 

２ 市長は、前項の規定により警告を行った場合において、必要があると認めるときは、市民

への公表その他必要な措置を講じることができる。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

１ この条例は、平成16年11月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 第９条の規定は、この条例の施行日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適

用する。 

３ 第10条の規定は、この条例の施行日以後にあった公正な職務の遂行を損なう行為又はその

おそれのある行為について適用する。 

 

 

 

 


